
農業振興課☎89 2182問合せ毎月19日と第３日曜日は「のしろ食育デー」
７月は１９日㈰です。「計画的な食育推進運動を進めよう」
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２
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９
時
20
分
〜
午
後

３
時
40
分

募
集
期
間　
７
月
１
日
㈬
〜
29
日
㈬

対
象　

新
た
な
技
術
・
技
能
を
身

に
付
け
再
就
職
を
希
望
す
る
方

定
員　

テ
ク
ニ
カ
ル
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
科　

15
人

費
用　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
は
自

己
負
担
）

問
合
せ　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋
田

　

☎
０
１
８
・
８
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９
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３
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消費一口メモ
消防署員をかたる消火器の訪問販売にご注意を！

困ったときは相談を！
能代市市消費生活センター ☎89-2939

（土・日・祝日は）消費者ホットライン☎１８８
い や や

　「消火器の点検に来た」と消防署員をかたった訪問に
より、契約書や領収書がないまま高額な消火器を購入し
てしまったという相談が増えています。消防署員が消火
器の訪問販売を行うことはありません。不審な訪問販売
がありましたらご相談ください。
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　かおりの樹木、草花などを用いて、街区・近郊地区
などを演出する企画を募集します。環境大臣賞には50
～ 100万円相当の苗木などが送られます。詳しくは環
境省ホームページをご覧ください。
募集期間　９月18日㈮まで
応募要件
●かおりの樹木、草花など（原則として総計30本以上）
を使用する企画である。
●今後実施を想定しており、植栽場所を確
保している企画である（既に実施済みの
事業については、植え替えや拡大などを
想定していること）。
問合せ　環境省水・大気環境局大気生活環境室
　　　　☎03−5521−8299

　今年度の税制改正により、「低未利用地の適切な
利用・管理を促進するための特例措置」が創設され
ました。地域活性化や、所有者不明土地の予防を目
的とした措置で、都市計画区域内にある一定の要件
を満たす土地建物の売買をした場合、譲渡所得から
100万円が控除されます。空き家バンクへの登録や
宅建業者の広告などにより、市が確認した土地や建
物が対象となります。詳細はお問い合わせください。
対象となる売買の期間　
　令和２年７月１日～令和４年12月31日
問合せ
●土地などの確認手続き　都市整備課☎89−2197
●空き家バンクの登録　　総合政策課☎89−2163
●所得控除について　　　税務課　　☎89−2126

みどり香るまちづくり企画コンテスト
応募企画を募集します

低未利用地の売買に係る長期譲渡所得が
100万円控除されます

環境省
ホームページ

住みよいかおり環境を創出するため 土地の有効活用を図るため
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